令和8年度　沖縄市親子ふれあい体験活動助成事業実施要項
１．目　的

　　子どもたちが健やかに成長するためには、親子のふれあい、子ども同士の交流、地域の体験活動は大切である。そこで親子で取り組む地域活動を助成することにより、家庭・地域の教育力の向上に寄与する。新たにSDGsの取り組みを意識してもらい、SDGsの認知度と達成度を上げる。
２．対　象　　

市内に在住在勤している小中学生の親子（保護者）で10名以上の団体（未就学児の参加も可）
※事業の内容は小学生以上を対象としたものですが、保護者の方のサポートがあれば未就学児のお子様も一緒にご参加いただけます。
※子どものみでの参加は不可
３．募集団体数　15団体　※予算の範囲内で追加募集可能とする。　
４．活動の内容等について
（1）活動回数：1団体5回以内
（2）活動時間：1回あたり2時間以内
（3）助成費目：講師謝礼金※1回あたり8,000円(4,000円×2時間税込み) ※所得税が差し引かれます。
（4）活動内容：各団体にあったテーマや活動内容を設定してください。
　例
	タイトル（講座名）
	内容

	　星空観察会
	季節の星座について親子で学ぶ

	　食育講座
	親子で味噌づくりを行う

	　サッカー体験
	親子シュート体験、チームワークについて


※代表者の役割は、講座の企画・運営・報告書の作成・提出
５．助成上の注意
　　※講師謝礼金は「沖縄市報償費の支払い基準に関する内規」に基づく。
　　※同じ活動内容では複数回実施できません。

　　※施設見学等で、施設（会社）専任の講師（職員）がいる場合は支払いの対象にはなりません。
※他の助成事業と併用不可。
６．申込期間
　　４月～１０月まで（１１月までに報告書提出）
７．申し込み方法

　 　助成を希望する団体は、申し込み書及び計画書（様式１）を生涯学習課に提出（電話・来庁・メール）。
※但し、定数に達し次第締め切り
８．助成の決定

   　生涯学習課は、提出された申し込み書及び計画書の内容を審査し、決定により事業の決定について通知する。
　　決定された事業内容の変更がある場合、事前に変更届（様式３）を生涯学習課に提出し、承認を得
たうえで実施すること。

９．講師依頼

講師の手配や日程調整は申込団体が直接行うものとする。
１０．事業の報告

申込団体は、1回の活動が終了ごとに事業報告書（様式4）を生涯学習課に提出すること。
※期限内にすべての報告書と講師謝礼金請求書（様式5）を提出すること。期限を過ぎると助成が出来ない場合があります。
※12月に開催される生涯学習フェスティバルにて掲示します。
１１．実施機関（申込問合せ先）生涯学習課中央公民館係　TEL　894-6129
　E-mail: tykoum@city.okinawa.lg.jp ﾒｰﾙでの申し込みも可能です。
